
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

平
安
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
に
於
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

曹
亜
瓊 

  

は
じ
め
に 

  

平
安
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
漢
籍
訓
点
資
料
に
つ
い
て
、
今
ま
で
に
様
々
な
研
究
が
積
み
重

ね
ら
れ
て
き
た
。
平
安
中
期
以
前
の
漢
籍
訓
点
資
料
が
殆
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
状
況
と
、

先
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
平
安
後
半
期
と
鎌
倉
時
代
の
訓
点
資
料
の
訓
読
語
に
は
本
質

的
な
相
違
が
な
い
と
い
う
日
本
語
史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
、
平
安
後
半
期
と
鎌
倉
時
代
の
漢

籍
訓
点
資
料
を
同
列
に
扱
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
漢
文
訓
読
語
の
構
成

に
重
要
な
役
を
担
っ
て
い
る
助
字
の
訓
読
法
に
対
し
て
は
今
で
も
衆
目
を
集
め
て
い
る
。 

 

漢
籍
に
お
い
て
典
型
的
な
助
字
を
幾
つ
か
挙
げ
る
こ
と
は
難
事
で
は
な
い
が
、
そ
の
助
字

の
訓
読
法
を
ま
と
め
、
傾
向
を
見
出
そ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
多
く
の
作
業
が
必
要
と
さ

れ
る
。
小
林
芳
規
博
士
の
「

平

安

鎌

倉   

時
代
に
於
け
る

漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
」（
東
京
大
學
出
版
會
、
一

九
六
七
年
）
に
は
、
助
字
の
訓
読
に
関
す
る
記
述
が
詳
し
く
な
さ
て
い
る
。
小
林
博
士
は
序

章
に
お
い
て
、
平
安
後
半
期
と
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
で
は
文
末
の
助
字
「
之
」
に
対

し
て
全
て
不
読
で
あ
る
の
が
漢
籍
訓
読
語
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
ご
指
摘
に
稿
者
は
疑
問
を
抱
き
、
本
稿
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 

本
稿
は
、
前
述
し
た
小
林
博
士
の
所
論
に
上
げ
ら
れ
た
金
沢
文
庫
本
『
群
書
治
要
』（
経

部
）
を
取
り
上
げ
、
実
際
に
作
業
を
行
い
、
資
料
か
ら
現
れ
る
訓
読
の
実
態
を
記
述
す
る
こ

と
か
ら
始
め
た
い
。
更
に
、
金
沢
文
庫
本
『
群
書
治
要
』（
史
部
・
子
部
）、
平
安
時
代
の
漢

籍
訓
点
資
料
の
延
久
点
『
史
記
』
三
巻
と
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
二
巻
と
に
お
け
る
文
末
の

「
之
」
字
の
訓
読
事
象
を
考
察
し
、
金
沢
文
庫
本
『
群
書
治
要
』（
経
部
）
と
比
較
す
る
こ

と
を
試
み
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
小
林
博
士
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
、
平
安
後
半
期
と
鎌
倉
時

代
の
漢
籍
訓
点
資
料
の
訓
読
語
に
本
質
的
な
相
違
が
な
い
と
い
う
日
本
語
史
上
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
に
対
す
る
疑
義
を
提
出
し
て
み
た
い
。 

  
 
 

一
、
小
林
説
へ
の
疑
問 

 
 
 

 

訓
読
語
に
お
い
て
「
不
読
字
」
と
し
て
訓
読
さ
れ
る
漢
字
の
一
つ
に
「
之
」
と
い
う
字
が

あ
る
。
中
国
古
語
で
は
、「
之
」
が
辞
と
し
て
文
法
上
の
関
係
を
示
す
用
法
も
あ
り
、
前
文

に
あ
る
も
の
ご
と
を
代
わ
っ
て
指
し
示
る
代
名
詞
と
し
て
も
存
す
る
こ
と
は
中
国
側
の
資

料
に
も
明
ら
か
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
王
力
氏
は
『
漢
語
史
稿
』（
中
華
書
局
、

一
九
八
〇
年
）
に
お
い
て
、「
之
」
を
一
つ
の
指
示
代
名
詞
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、「
之
」

が
先
に
指
示
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
、
後
に
人
称
代
名
詞
の
働
き
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ

た
可
能
性
も
提
示
さ
れ
て
い
る

（
１
）

。 

 
小
林
芳
規
博
士
は
「

平

安

鎌

倉   

時
代
に
於
け
る

漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
」
に
お
い
て
、
平
安
・
鎌
倉
時

代
の
漢
籍
と
仏
家
の
資
料
と
の
比
較
か
ら
、
各
々
の
特
色
や
、
お
互
い
の
関
連
性
に
つ
い
て

も
精
細
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
序
章
第
三
節
「
研
究
資
料
の
整
理
と
検
討
」
お
い
て
は
、
平

安
時
代
と
鎌
倉
時
代
の
訓
点
資
料
に
は
本
質
的
な
相
違
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
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前
提
に
し
、
こ
れ
を
批
判
す
る
た
め
に
、
加
点
年
代
と
性
格
が
異
な
る
四
十
種
の
資
料
を
取

り
出
し
、
訓
読
法
の
比
較
・
考
察
を
行
わ
れ
た
。
こ
の
四
十
種
の
資
料
は
、
平
安
初
期
か
ら

南
北
朝
に
か
け
て
の
も
の
で
、
仏
書
、
漢
籍
、
伝
記
、
和
化
漢
文
の
訓
読
語
を
検
討
対
象
に

さ
れ
て
、
同
一
漢
字
の
訓
読
法
を
調
査
し
、
資
料
の
年
代
と
性
格
に
そ
っ
た
分
類
の
試
み
を

さ
れ
て
い
る
。 

 

右
の
書
に
提
示
さ
れ
た
結
果
の
中
に
、
文
末
の
「
之
」
の
訓
読
法
が
、
大
き
く
２
種
あ
る

と
い
う
こ
と
に
触
れ
、
左
記
の
用
例
を
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。 

（イ） 

君
子は

学

以

コ
レ
ヲ
（
モ
）
て

聚
ア
ツ
ム

［
之
］。
問

以

コ
レ
ヲ
（
モ
）
て

辯
ワ
キ
マ
フ

［
之
］（
群
書
治
要
巻
一
建
長 
 

 
 
 

七
年
點
139
） 

 

（ロ） 

今
將に

三
談
合

セ
ム
ト

二
佛
身

 

ヲ

一
是

 

ノ

故
以

ニ 

テ

二
利
他
一
言
レ
之ヲ

（
教
行
信
證
古
點
57
オ
６
） 

 

小
林
博
士
の
調
査
に
よ
る
と
、
四
十
種
の
資
料
に
お
い
て
、
文
末
に
出
現
す
る
「
之
」
に

つ
い
て
、
主
に
右
の
（イ）
の
よ
う
に
「
之
」
を
不
読
に
す
る
訓
読
法
と
、
（ロ）
の
よ
う
に
「
之
」

を
直
読
す
る
訓
読
法
が
現
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
之
」
字
の
訓
読
法
は
、
不
読
と
直
読

の
訓
読
法
が
共
存
す
る
資
料
、
直
読
と
す
る
資
料
、
不
読
と
す
る
資
料
の
三
分
類
が
で
き
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
資
料
の
性
格
に
即
し
て
見
れ
ば
、 

１
、『
法
華
経
方
便
品
』、
小
川
本
『
願
経
四
分
律
』、
西
大
寺
本
『
最
勝
王
経
』
ら
の
平
安

初
期
に
加
点
さ
れ
た
６
種
の
訓
点
資
料
で
は
、
不
読
と
直
読
の
訓
読
法
が
存
在
す
る
。 

２
、
平
安
中
期
に
加
点
さ
れ
た
『
法
華
経
玄
賛
』、
平
安
後
期
に
加
点
さ
れ
た
『
法
華
義
疏
』

（
長
保
四
年
）、
院
政
後
期
に
加
点
さ
れ
た
『
大
乗
本
生
心
地
觀
経
』（
巻
八
）、
南
北
朝
時

代
に
加
点
さ
れ
た
『
倭
点
法
華
経
』、
鎌
倉
初
期
に
加
点
さ
れ
た
『
教
行
信
證
』
ら
の
平
安

中
期
か
ら
の
仏
書
訓
点
資
料
と
、
院
政
期
に
加
点
さ
れ
た
『
戒
律
伝
来
記
』、
鎌
倉
初
期
に

加
点
さ
れ
た
『
大
唐
西
域
記
』（
巻
十
一
・
十
二
）
ら
の
平
安
中
期
以
降
の
伝
記
類
訓
点
資

料
と
、
院
政
期
に
加
点
さ
れ
た
『
将
門
記
』
と
鎌
倉
中
期
に
加
点
さ
れ
た
高
山
寺
本
『
消
息

文
範
』
で
は
稀
例
が
あ
る
が
、
直
読
と
す
る
訓
読
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

３
、
四
十
種
の
中
、
六
種
の
資
料
だ
け
で
は
皆
不
読
で
、
そ
の
資
料
の
性
格
を
み
る
と
、
平

安
中
期
に
加
点
さ
れ
た
『
古
文
尚
書
』（
延
喜
頃
）
と
『
漢
書
・
揚
雄
伝
』（
天
暦
二
年
）、

平
安
後
期
に
加
点
さ
れ
た
『
史
記
・
呂
后
孝
文
孝
景
本
紀
』（
延
久
五
年
）、
院
政
期
に
加
点

さ
れ
た
『
文
集
・
新
楽
府
』（
天
永
四
年
）
と
『
春
秋
経
伝
集
解
』（
巻
十
）（
保
延
五
年
）、

鎌
倉
時
代
に
加
点
さ
れ
た
『
群
書
治
要
』（
経
部
）（
巻
一
・
建
長
五
年
）
の
漢
籍
訓
点
資
料

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
。 

 

稿
者
が
右
の
訓
読
語
史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
疑
問
を
抱
き
始
め
た
切
っ
掛
け
は
、 

 

◯
何
（
そ
）
辱
か
之
（
返
）
に
如シ

カ

シ
。（
何
辱
如
之
・
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
巻
五
・
229
） 

 

右
の
例
の
よ
う
に
、
文
末
の
「
之
」
に
返
り
点
が
あ
り
、
直
読
の
訓
読
法
を
表
す
と
認
め

ざ
る
を
得
な
い
用
例
に
接
し
た
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
巻
五
を
全
体
的
に
調
べ
る
と
、
直
読

す
る
用
例
は
計
14
例
存
在
し
、
全
体
の
9.1
％
を
占
め
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
巻
一

と
同
様
に
、
巻
五
に
は
清
原
教
隆
に
よ
る
奥
書
と
花
押
が
確
認
で
き
る
。 

 

◯
建
長
六
年
十
一
月
六
日
蒙
／
洒
掃
少
尹
尊
閣
教
命
加
愚
／
點
了 

 
 
 
 
 
 

前
参
河
守
清
原
（

教
隆

花
押

） 

巻
五
は
鎌
倉
時
代
に
加
点
さ
れ
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
に
文
末
の
「
之
」

を
直
読
す
る
訓
読
法
が
存
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。『
群
書
治
要
』（
経
部
）
全
九
巻
に
お

け
る
文
末
の
「
之
」
の
直
読
率
は
15.0
％
に
昇
り
、
稀
例
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
と
認
め
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。 

  
 
 

二
、
中
国
側
の
文
末
の
「
之
」
字
の
用
法
に
つ
い
て 

 
 

 
ま
ず
、
中
国
古
語
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
の
用
法
を
、
中
国
語
側
の
資
料
の
記
述
か

ら
検
討
す
る
。 

 

『
康
熙
字
典
』（

２
）

か
ら
「
之
」
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。 

之 

古
文 

㞢 
唐
韻 

正
韻
止
而
切
集
韻
韻
會
直
而
切
□

（
３
）

音
枝
説
文
出
也
象
艸
過
屮
枝
莖

益
大
有
所
之
一
者
地
也
玉
篇
是
也
適
也
往
也
禮
檀
弓
延
陵
季
子
曰
若
䰟
氣
則
無
不
之
也  
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又
於
也
禮
大
學
之
其
所
親
愛
而
辟
焉
註
之
適
也
朱
傳
猶
於
也  

又
語
助
辭
書
金
縢
禮
亦
宜

之
禮
文
王
世
子
冬
亦
如
之
正
字
通
凡
之
字
或
句
中
或
語
尾
或
層
出
如
毛
詩
我
之
懷
以
共
武

之
服
及
女
曰
雞
鳴
章
知
子
之
來
之
六
句
九
之
字
常
華
章
左
之
左
之
六
句
八
之
字
可
以
例
推  

又
此
也
詩
周
南
之
子
于
歸
註
之
子
是
子
也  

又
變
也
易
傳
辭
也
者
各
指
其
所
之
孫
奕
示
兒

編
之
子
訓
變
左
傳
遇
觀
之
否
言
觀
變
爲
否
也  

又
至
也
詩
鄘
風
之
死
矢
靡
他  

又
遺
也
楊

子
法
言
或
問
孔
子
知
其
所
道
之
不
用
也
則
載
而
惡
乎
之
曰
之
後
世
君
子
註
言
行
道
者
貴
乎

及
身
乃
載
以
遺
後
世  

又
姓
出
姓
苑  

又
郝
敬
讀
書
通
凡
言
之
者
物
有
所
指
事
有
所
屬
地

有
所
往
連
屬
之
辭
也
通
作
旃
詩
唐
風
舍
旃
舍
旃
又
魏
風
上
愼
旃
哉
□

（
４
）

與
之
同
通
作
至
往

彼
曰
之
到
此
曰
至
音
義
互
通  

又
韻
補
叶
職
流
切
音
周
楚
辭
九
章
呂
望
屠
於
朝
歌
兮
甯
戚

歌
而
飯
牛
不
逢
堯
舜
與
桓
繆
兮
世
孰
云
而
知
之
叶
上
牛
下
求  

周
伯
琦
曰
古
人
因
物
制
字

如
之
本
芝
草
乎
本
吁
氣
焉
本
鳶
後
人
借
爲
助
語
之
用
既
多
反
爲
所
奪
又
制
字
以
別
之
乃
有

芝
字
吁
字
鳶
字 

 

『
康
熙
字
典
』
の
「
之
」
の
項
目
を
み
る
と
、「
之
」
に
は
動
詞
の
用
法
も
あ
る
一
方
、

「
於
」（
…
に
お
い
て
）
の
よ
う
な
助
詞
と
し
て
の
用
法
も
あ
り
、
ま
た
、『
正
字
通
』
の
説

明
か
ら
「
之
」
が
文
中
で
も
文
末
で
も
実
質
的
な
意
味
が
な
く
構
文
上
の
助
詞
と
し
て
使
用

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
連
体
修
飾
語
を
構
成
す
る
助
詞
と
い
う
用
法
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
之
」
に
は
指
示
代
名
詞
の
用
法
も
あ
る
と
い
う
。 

 

即
ち
、『
康
熙
字
典
』
か
ら
は
「
之
」
に
は
動
詞
（
動
詞
の
場
合
は
、
中
国
語
文
の
構
文

が
以
下
の
も
の
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
文
末
に
位
置
す
る
も
の
を
以
下
と
同
様
に
文
末

の
例
と
し
て
計
量
し
て
い
る
）、
代
名
詞
、
助
詞
の
用
法
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

山
田
孝
雄
博
士
が
著
作
『
漢
文
訓
読
に
よ
り
て
傳
へ
ら
れ
た
る
語
法
』（
株
式
会
社
宝
文

館
、
一
九
三
五
年
）
に
お
い
て
、「
学
而
時
習
之
」
の
「
之
」
の
類
の
「
之
」
が
、
上
の
字

が
陳
述
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
小
林
博

士
は
こ
の
よ
う
な
代
名
詞
と
は
異
な
る
助
詞
の
「
之
」
に
対
し
て
、「
當
つ
べ
き
日
本
語
の

な
い
、
不
讀
字
に
扱
わ
れ
る
文
字
で
あ
る
。（

５
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。「
学
而
時
習
之
」
の
「
之
」

は
中
国
側
の
資
料
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
み
て
み
る
。 

 

劉
淇
の
『
助
字
辨
略
』（『
助
字
辨
略 

等
六
種
』
に
所
収
、
楊
家
駱
主
編
、
世
界
書
局
、

一
九
六
二
年
）
か
ら
「
学
而
時
習
之
」
の
「
之
」
に
対
す
る
説
明
が
次
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。 

 

◯
又
指
事
之
辭
・
如
論
語
・
學
而
時
習
之
・
之
謂
其
所
學
・
老
者
安
之
・
之
謂
老
者
也 

 

右
の
文
に
よ
る
と
、『
論
語
』
か
ら
の
用
例
「
而
時
習
之
」
に
つ
い
て
、
劉
淇
氏
は
こ
の

例
に
あ
る
「
之
」
字
が
、「
其
の
学
ん
だ
も
の
」
を
示
し
、「
老
者
安
之
」
の
「
之
」
が
「
老

者
」
を
指
し
て
い
る
「
指
事
之
辭
」、
物
事
を
指
し
示
す
代
名
詞
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
學
而
時
習
之
」
と
い
う
用
例
を
、
楊
樹
達
氏
が
『
詞
詮
』（

６
）

に
、
楊
伯
峻
氏
が
『
古
漢
語

虚
詞
』（

７
）

に
も
代
名
詞
の
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
楊
伯
峻
氏
が
前
文
に
は

「『
時
習
之
』
に
つ
い
て
、『
之
』
が
充
当
す
る
先
行
の
名
詞
が
な
い
が
、
動
詞
の
『
学
』
が

あ
る
こ
と
か
ら
『
時
習
』
を
す
る
の
は
学
ん
だ
も
の
で
あ
る

（
８
）

」
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。

中
国
側
の
資
料
を
み
れ
ば
、「
学
而
時
習
之
」
の
「
之
」
の
よ
う
な
、
文
末
の
「
之
」
も
代

名
詞
の
用
法
で
あ
る
と
認
め
た
注
釈
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。 

 

楊
伯
峻
氏
は
『
古
漢
語
虚
詞
』
に
お
い
て
、「
〝
之
〟
字
作
他
称
代
词
，
相
当
于
汉
语
的

〝
他
〟
或
〝
它
〟
，
或
这
件
那
件
事

（
９
）

。」（「
之
」
に
三
人
称
代
名
詞
の
用
法
が
あ
り
、
意

味
は
現
代
中
国
語
の
「
他
」
と
「
它
」
に
等
し
い
が
、
ま
た
は
こ
の
事
、
そ
の
事
を
指
し
示

す
こ
と
も
あ
る
）
と
、「
之
」
の
代
名
詞
の
用
法
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、「
之
」
に
は
「
焉
」
の
意
味
と
同
じ
く
、「
兼
詞
」
と
い
う
用
法
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

 

◯
〝
之
〟
可
用
同
〝
焉
〟
，
便
是
作
兼
词
，
〝
于
此
〟
〝
于
彼
〟
之
意
。 

 
右
に
よ
る
と
、「『
之
』
に
は
『
焉
』
と
同
じ
く
、『
兼
詞
』（
一
つ
の
文
字
が
、
二
つ
の
文

字
の
意
味
と
用
法
を
持
つ
、『
諸
』『
焉
』
の
類
）
の
用
法
が
あ
り
、『
於
此
』（
こ
こ
に
お
い

て
）、『
於
彼
』（
そ
こ
に
お
い
て
）
の
意
味
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、「
之
」
字
は
、

文
末
の
助
字
の
用
法
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
と
同
時
に
、
指
示
語
と
し
て
の
解
釈
の
両
様
が

兼
ね
ら
れ
た
意
味
機
能
を
持
つ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
用
例
と
し
て
は
、『
史
記
・
貨
殖
傳
』
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か
ら
「
淵
深
而
魚
生
之
、
山
深
而
獣
往
之
、
人
富
而
仁
義
附
焉
」
が
挙
げ
ら
れ
、
楊
伯
峻
氏

は
こ
の
用
例
に
つ
い
て
、「
水
深
，
鱼
便
生
在
那
里
；
山
深
，
兽
便
去
到
那
里
；
人
钱
多
，

仁
义
之
名
便
附
在
他
身
上
。（

10
）

」（
水
が
深
か
っ
た
ら
、
魚
が
そ
こ
に
住
む
よ
う
に
な
る
。

山
が
深
か
っ
た
ら
、
獣
が
そ
こ
に
行
く
よ
う
に
な
る
。
人
が
お
金
持
ち
だ
っ
た
ら
、
仁
義
の

名
が
彼
に
付
く
よ
う
に
な
る
。
）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
用
例
を
楊
樹
達
氏
は
『
詞
詮
』

に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
用
法
の
「
之
」
を
「
指
示
代
名
詞
」
と
さ
れ
て

い
る

（
11
）

。
両
氏
の
観
点
か
ら
、「
之
」
は
何
か
の
場
所
や
方
面
、
人
を
指
し
示
す
「
之
」
の

意
味
を
備
え
な
が
ら
、
動
作
や
状
態
の
場
所
な
ど
を
提
示
す
る
「
於
」
の
意
味
も
持
つ
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、「
兼
詞
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

漢
文
訓
読
語
の
成
立
時
、
即
ち
、
漢
文
が
日
本
語
に
よ
っ
て
訓
読
さ
れ
る
場
合
に
は
、
訓

読
に
先
行
し
て
、
該
当
漢
文
の
解
釈
が
行
わ
れ
る
状
況
が
、
一
般
に
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

場
合
、
漢
文
の
「
之
」
を
い
か
な
る
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
訓
読
語
の
異
な
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
文
末
の
助
字
の
用
法
と
見
る
な
ら
ば
不
読
と
し
て
現
れ
よ
う
し
、
指

示
代
名
詞
と
し
て
解
釈
さ
れ
れ
ば
代
名
詞
訓
「
こ
れ
」
が
充
当
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

「
之
」
字
の
解
釈
が
中
国
に
お
い
て
揺
れ
て
い
る
こ
と
に
、
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。 

 

先
の
小
林
博
士
の
訓
読
語
の
対
立
を
認
め
る
訓
読
語
史
上
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、〈
仏
書
＝

直
読
＝
代
名
詞
←
→
漢
籍
＝
不
読
＝
文
末
助
字
〉
の
構
造
で
、
漢
文
脈
の
解
釈
が
、
仏
書
で

も
漢
籍
で
も
文
脈
に
よ
る
解
釈
に
左
右
の
揺
れ
が
な
い
こ
と
―
謂
わ
ば
、
膠
着
し
て
い
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。 

  
 
 

三
、
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
に
つ
い
て 

 
 

金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
に
お
け
る
訓
点
が
鎌
倉
時
代
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先

学
に
よ
っ
て
已
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
12
）

。
経
部
（
巻
一
〜
巻
十
、
巻
四
欠
）
の
奥
書

か
ら
み
れ
ば
、
経
部
は
清
原
教
隆
が
加
点
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
史

部
（
巻
十
一
〜
巻
三
〇
、
巻
一
三
欠
）
は
藤
原
茂
範
と
藤
原
俊
國
が
加
点
さ
れ
た
写
本
を
も

と
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
13
）

。
子
部
（
巻
三
一
〜
巻
五
〇
）
は
藤
原(

式

家)

敦
周
、敦
綱
、敦
經
、清
原
頼
業
の
加
点
を
元
と
し
移
点
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
14
）

。

三
つ
の
部
分
の
資
料
は
鎌
倉
時
代
に
加
点
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
祖
点
の
加
点
者
が
異
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
訓
読
語
に
相
違
の
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
本
稿
で
は
金
沢
文
庫
本
群
書

治
要
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
を
、
経
部
、
史
部
、
子
部
の
三
つ
の
部
毎
に
検
討
す
る
。 

（
一
）、
経
部
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 

 

経
部
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
字
の
不
読
例
は
931
例
で
、
全
体
の
1099
例
の
84.7
％
で

あ
る
。
幾
つ
か
例
を
掲
げ
る
。 

１
、
十
月
の
［
之
］
交
（
音
）・
朔
日
辛
―
卯
に
・
日ヒ

蝕
（
返
）
セ
ル
こ
と
有
（
り
）［
之
］。

亦
（
た
）

孔
ハ
ナ
ハ

タ
［
之
］
醜
（
十
月
之
交 

朔
日
辛
卯 

日
有
蝕
之 

亦
孔
之
醜
・
巻

三
・
285
） 

２
、
故
に
君
社
稷
（
の
爲
）
死
（
す
）
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
死
ヌ
［
之
］。
社
―
稷
の
爲
に

亡
ス
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
亡
す
［
之
］（
故
君
爲
社
稷
死 

則
死
之 

爲
社
稷
亡 

則

亡
之
・
巻
五
・
364
） 

 

例
１
の
「
有
り
」、
例
２
の
「
死
ヌ
」
と
「
亡
す
」
は
自
動
詞
で
、
こ
の
２
例
は
、
助
字

の
「
之
」
の
不
読
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
不
読
例
も
認
め
ら
れ
る
。 

３
、
夏
―
徵
―
舒
・
其
（
の
）
君
を
弑
す
。
其
（
の
）
罪
大
ナ
リ[

矣]

。
討
―
戮
ス
ル
は[

之]

・

君
（
の
）[

之]

義
ナ
リ[

也]

（
夏
徵
舒
弑
其
君 

其
罪
大
矣 

討
戮
之 

君
之
義
也
・

巻
五
・
52
） 

４
、
若モ

シ
國
札サ

ツ

（
入
輕
）
―
喪
ア
ル
ト
キ
ン
ハ[

則] 

賻フ

（
去
）
―
補ホ

（
上
）
セ
令シ

ム
［
之
］

（
若
國
札
喪 

則
令
賻
補
之
・
巻
八
・
153
） 

 

例
３
で
は
、
前
に
「
討
戮
ス
ル
」
と
い
う
動
作
が
あ
り
、
漢
文
で
は
後
ろ
の
「
之
」
が
そ

の
動
作
を
受
け
る
目
的
語
で
代
名
詞
の
働
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
例
４
の
「
之
」
の
前
に
「
賻

補
す
」
と
い
う
他
動
詞
が
あ
り
、「
之
」
が
そ
の
対
象
を
指
示
す
る
代
名
詞
で
あ
る
と
考
え
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ら
れ
る
が
、
訓
読
符
や
振
り
仮
名
が
な
く
、
不
読
に
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
本
来
の
漢
文

で
は
、
経
部
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
の
用
例
に
は
、
助
字
の
用
法
の
「
之
」
の
用
例
も
、

代
名
詞
の
「
之
」
の
用
例
も
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

不
読
例
以
外
、
経
部
に
お
い
て
、
15.0
％
を
超
え
る
168
例
の
直
読
例
が
存
在
し
、
特
例
と

は
い
え
な
い
。
そ
の
う
ち
、 

５
、
詩
は
［
者
］・
志
（
訓
）［
之
］
之ユ

（
返
）
ク
所
ナ
リ
（
詩
者
志
之
所
之
・
巻
三
・
７
） 

 

例
５
の
よ
う
に
、「
之
」
に
動
詞
の
訓
を
与
え
る
用
例
は
計
５
例
み
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、

「
て
」
ま
た
は
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
６
と
例
７
は
「
之
」
を
「
て
」

と
訓
ず
る
例
で
あ
る
。 

６
、
勉ツ

ト

メ
之て

苟
マ
コ
ト

に
是
の
行
（
一
）
に

從
（
し
た
）
カ

ヘ
［
也
］（
勉
之
苟
從
是
行
也
・
巻
八
・
294
） 

７
、
孔
子
・
徘
徊
シ
而て

望ノ
ソ

ン
之て

従
―
者
（
返
）
に
謂カ

タ

（
り
）
て

曰

ノ
（
た
ま
は
）

（
く
）・（
孔
子
徘

徊
而
望
之
謂
従
者
曰
・
巻
十
・
262
） 

 

訓
読
語
か
ら
み
れ
ば
、
例
６
と
例
７
の
「
之
」
に
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ
り
、
前
の
「
勉

メ
」
ま
た
は
「
望
ン
」
と
い
う
連
用
形
を
受
け
、
下
の
文
に
繋
が
っ
て
い
き
、
加
点
者
が
「
之
」

を
接
続
助
詞
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
之
」
字
は
助
字
と
解
釈
さ
れ
不

読
扱
い
で
あ
る
が
、
句
読
関
係
上
か
か
る
加
点
法
が
採
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
と
。
経
部

に
は
、
文
末
の
「
之
」
に
「
て
」
の
訓
が
加
え
ら
れ
た
例
は
計
78
例
あ
る
。 

８
、
民
（
の
）［
之
］
好コ

ノ

（
返
）
ム
所
を
は
之
を

々
（
好
）

む
。
民
（
の
）［
之
］
悪ニ

ク

ム
所
を
は
之

を
々

（
悪
）

む
（
民
之
所
好 

々
之 

民
之
所
悪 

々
之
・
巻
七
・
571
） 

９
、
田
子
方
か
曰
（
く
）・
少

ワ
カ
シ

に
其
（
の
）
力
を
盡ツ

ク

シ
而て

老
（
い
）
て
其
（
の
）
身
（
一
）

を
棄ス

（
二
）
ツ
ル
こ
と
・
仁
者
は
爲セ

（
返
）
不ス

ト
イ
フ
［
也
］ 

束
―
帛
シ
て
［
而
］

之
を
贖
（
ふ
）。（
田
子
方
曰 

少
盡
其
力
而
老
棄
其
身 

仁
者
不
爲
也 

束
帛
而
贖

之
・
巻
八
・
504
） 

 

例
８
に
お
い
て
、「
好
之
」
と
「
悪
之
」
の
「
之
」
に
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
確
認
で
き
、

訓
読
語
の
「
之
を
好
む
」
と
「
之
を
悪
む
」
か
ら
、「
之
」
が
「
好
む
」
と
「
悪
む
」
の
目

的
語
で
、
代
名
詞
と
し
て
捉
え
ら
れ
、「
こ
れ
」
と
直
読
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
９
の
「
之
」

に
も
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
み
ら
れ
、
代
名
詞
の
訓
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
文
末
の
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
読
む
例
は
計
85
例
認
め
ら
れ
る
。 

 
 
 

（
二
）、
史
部
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 

史
部
で
は
、
不
読
例
が
805
例
あ
り
、
全
体
の
958
例
の
84.0
％
を
占
め
て
い
る
。
不
読
例

か
ら
例
10
と
例
11
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

10
、
秦
其
（
の
）
後
に
継
（
く
）。
猶
（
ほ
）
改
す
（
る
）
こ
と
能
（
は
）
不
。
又
（
た
）

益
（
す
）
甚
シ
ウ
ス
［
之
］。（
秦
継
其
後 

猶
不
能
改 

又
益
甚
之
・
巻
一
七
・
573
） 

11
、
鮑
叔
既
に
管
仲
（
返
）
を
進
メ
て
己オ

ノ

カ
身
下
ル
［
之
］（
鮑
叔
既
進
管
仲 

己
身
下
之
・

巻
一
二
・
112
） 

 

右
の
不
読
例
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
直
読
例
も
存
在
す
る
。 

12
、
魂
・［
而
］
霊
（
一
）
有ア

ラ
は
・
之ユ

（
一
）
カ
不
（
二
）（
る
）
無
（
三
）
ラ
む
［
也
］（
魂

而
有
靈
無
不
之
也
・
巻
二
五
・
61
・
） 

 

例
12
の
「
之
」
に
「
ユ
カ
」
と
い
う
振
り
仮
名
が
あ
り
、
動
詞
の
訓
が
付
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、 

13
、
頃

シ
ハ
ラ

ク
ア
リ
之て 

趙
忠
・
車
騎
将
軍
爲
（
り
）（
頃
之 

趙
忠
爲
車
騎
将
軍
・
巻
二
三
・

313
） 

 
 

14
、
民
・
豊
―
富
（
一
）
ス
ル
こ
と
有
（
二
）
ル
者
を
は 

輒
（
ち
）
・
誣シ

フ
ル
に
・
大
―

違
（
一
）（
返
）
を
以
シ
て 

皆
（
な
）
誅
―
滅
シ
之て

財
―
物
（
一
）
を
沒
（
二
）
―
入

ス
ル
と
前
―
後
・
億
―
計
（
一
）
を
累

カ

サ

ヌ
（
民
有
豊
富
者 

輒
誣
以
大
違 

皆
誅
滅
之 

沒

入
財
物 

前
後
累
億
計
・
巻
二
四
・
367
） 

 
例
13
と
例
14
の
よ
う
に
、
前
に
用
言
の
連
用
形
を
受
け
、
後
文
と
繋
ぐ
た
め
、
動
詞
の

後
の
「
之
」
が
接
続
助
詞
と
し
て
「
て
」
と
読
ま
れ
る
用
例
も
あ
り
、
史
部
に
お
い
て
計
93

例
が
認
め
ら
れ
る
。
史
部
で
は
文
末
の
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
読
む
例
も
存
在
し
て
い
る
。 

15
、
古
（
の
）［
之
］
王
者
・
太
子
・
迺
（
ち
）
生
（
れ
）
て
固
（
よ
り
）
舉
（
く
る
）
に
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禮
を
以
（
す
）。
士
に
使
（
て
）
之
を
負
（
は
）［
使
］（
再
讀
）（
む
）。（
古
之
王
者
太

子
迺
生
固
舉
以
禮
使
士
負
之
・
巻
一
六
・
294
） 

16
、
殃
―
禍
（
の
）［
之
］
變
・
未
（
た
）
移
（
返
）（
す
）
所
を
知
（
ら
）［
未
］（
再
讀
）

明
帝
之
（
返
）
に
處
（
り
）
て 

尚
（
ほ
）
以
（
て
）
後
―
世
を
安
（
す
る
）
こ
と
能

（
は
）
不 
將
に
如
＿
之
＿
何
（
と
）［
將
］（
再
讀
）（
殃
禍
之
變 

未
知
所
移 

明

帝
處
之  

尚
不
能
以
安  

後
世
將
如
之
何
・
巻
一
六
・
201
） 

 

例
15
の
「
負
之
」
の
「
之
」
に
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ
り
、「
負
」
の
動
作
を
う
け
る

実
質
の
意
味
の
あ
る
代
名
詞
と
し
て
、「
こ
れ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
16

の
「
處
之
」
の
「
之
」
に
「
に
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
み
ら
れ
、
訓
読
文
で
は
「
處
」
の
前
に
そ

の
よ
り
処
を
表
す
自
立
語
で
あ
る
と
思
わ
、「
こ
れ
」
と
訓
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
史
部
に

お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
訓
ず
る
と
思
わ
れ
る
例
は
計
57
例
あ
る
。 

     

（
三
）、
子
部
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 

 

金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
子
部
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
は
計
1558
が
み
ら
れ
、
そ
の
う

ち
、
643
例
は
不
読
例
で
、
915
例
は
直
読
例
で
あ
る
。
不
読
例
に
は
、 

17
、
天
下
を
害
ス
ル

者
（
も
）
の

ヲ
ハ
天
下
亦
（
た
）
害
す
［
之
］（
害
天
下
者 

天
下
亦
害
之
・

巻
四
九
・
498
） 

18
、
人
主
・
賢
（
返
）
を
得
而て

用
（
一
）
ヰ
ン
コ
ト
ヲ
欲セ

（
二
）（
返
）
不
（
返
）
と
イ
フ

コ
ト
莫
（
し
）［
之
］。（
人
主
莫
不
欲
得
賢
而
用
之
・
巻
五
〇
・
410
） 

 

例
17
と
例
18
が
挙
げ
ら
れ
る
。
訓
読
文
か
ら
み
れ
ば
、
用
言
の
終
止
形
の
後
に
続
く
「
之
」

が
不
読
さ
れ
て
い
て
る
。 

直
読
例
に
は
、
経
部
と
史
部
の
直
読
例
に
も
現
れ
た
よ
う
に
、「
之
」
に
動
詞
の
訓
を
付

す
用
例
も
あ
り
、
助
詞
「
て
」
や
代
名
詞
「
こ
れ
」
の
訓
を
加
え
る
用
例
も
あ
る
。 

19
、
呉
起
（
人
名
）
行ユ

ク
ト
キ
ニ
魏
武
―
侯
・
自
（
ら
）
送オ

ク

（
り
）
之て

曰
イ
（
は
）

（
く
）
・
先

生
・
將
に
何
を
＿
以
て
西
河
（
一
）
を
治
（
二
）
メ
む
（
と
）［
將ス

］（
再
讀
）（
三
）

ル
。（
呉
起
行 

魏
武
侯
自
送
之 

曰 

先
生
將
何
以
治
西
河
・
巻
三
九
・
512
） 

20
、
夫
（
れ
）
・
衆
―
人
と
シ
て
我
（
返
）
を
畜

ヤ
シ
ナ

シ
カ
は
［
者
］
・

我
（
わ
）
レ

亦
（
た
）
衆
―

人
と
シ
て

之
（
こ
）
レ

（
返
）
に
事
フ
。（
夫
衆
人
畜
我
者 

我
亦
衆
人
事
之
・
巻
三
九
・
256
） 

 

例
19
の
「
送
之
」
の
「
之
」
に
は
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ
り
、「
之
」
を
「
て
」
と
読

む
と
思
わ
れ
る
。「
之
」
を
「
て
」
と
訓
ず
る
例
は
計
82
例
あ
る
。
例
20
の
「
之
」
に
は

返
り
点
、「
に
」
の
ヲ
コ
ト
点
と
「
レ
」
の
振
り
仮
名
が
あ
り
、「
之
」
に
「
こ
れ
」
と
い
う

代
名
詞
の
訓
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
末
の
「
之
」
が
「
こ
れ
」
と
訓
ず
る
例
は
子

部
に
お
い
て
計
829
例
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

鎌
倉
時
代
に
加
点
さ
れ
た
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
に
つ
い
て
、

経
部
、
史
部
、
子
部
の
三
つ
の
部
分
に
お
い
て
、
孤
例
と
い
え
な
い
よ
う
な
直
読
例
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
で
は
、
文
末
の
「
之
」
を
直
読
す
る
と
い

う
訓
読
方
法
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に
「
之
」
に
代
名
詞
の
訓
「
こ
れ
」
が

与
え
ら
れ
た
比
率
は
39.3
％
、
53.8
％
、
90.9
％
の
ご
と
く
、
上
が
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か

に
な
っ
た
。
史
部
、
経
部
、
子
部
の
順
に
、
積
極
的
に
「
之
」
を
代
名
詞
の
訓
の
「
こ
れ
」

と
直
読
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
室
町
時
代
に
桂
庵
ら
に
よ
る
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と

訓
ず
る
と
い
う
提
唱
以
前
に
、
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
に
は
已
に
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
読

む
訓
読
語
が
存
在
し
、
漢
籍
の
枠
の
中
で
、
経
・
史
・
子
と
言
う
資
料
の
性
格
、
ま
た
は
、

加
点
者
の
属
性
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
訓
読
法
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

四
、
平
安
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

―
延
久
点
史
記
と
神
田
本
白
氏
文
集
に
お
い
て
ー 

 
（
一
）
延
久
点
史
記
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 

 

延
久
五
年
に
加
点
さ
れ
、
現
存
す
る
史
記
の
古
写
本
に
お
い
て
最
古
で
あ
る
延
久
点
史
記

に
は
、
呂
后
本
紀
第
九
、
孝
文
本
紀
第
十
と
孝
景
本
紀
第
十
一
が
あ
る
。
加
点
年
代
に
つ
い
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て
は
、
山
田
孝
雄
博
士
が
「
公
爵
毛
利
元
昭
氏
藏 

史
記
第
九
呂
后
本
紀 

解
説
」（『
呂
后

本
紀
第
九
』
所
収
、
古
典
保
存
會
発
行
兼
印
刷
、
昭
和
十
年
印
刷
発
行
）
に
よ
っ
て
も
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
同
解
説
に
お
い
て
山
田
博
士
は
、
家
国
に
よ
っ
て
加
点
さ
れ
た
史
記
の

点
本
は
家
国
の
持
つ
江
家
の
点
の
大
要
を
反
映
で
き
る
と
貴
重
性
を
肯
定
さ
れ
た
。
こ
の
平

安
時
代
に
加
点
さ
れ
た
三
巻
の
史
記
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
字
の
直
読
例
が
存
在
し
て

い
る
。
三
巻
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
字
に
動
詞
の
訓
が
付
さ
れ
る
例
は
例
21
の
１
例

だ
け
で
あ
る
。 

21
、
我
（
返
）
を
将
ヰ
て

安

イ
（
つ
く
に
）

か
［
イ
、
安ト

コ

か
］
之
カ
ム
ト
欲ス

ル
［
イ
、
欲す

（
る
）］

ヤ乎
。

（
少
帝
曰 

欲
将
我
安
之
乎
・
呂
后
本
紀
九
・
264
） 

文
末
の
「
之
」
に
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ
り
、「
之
」
を
「
て
」
と
直
読
す
る
と
思
わ

れ
る
例
は
三
巻
に
お
い
て
計
６
例
で
あ
る
。
例
22
は
そ
の
う
ち
の
１
例
で
、
動
詞
の
連
用

形
の
後
に
続
く
「
之
」
が
助
詞
の
「
て
」
の
訓
が
付
さ
れ
る
例
で
あ
る
。 

22
、
六
年
十
月
に
・
太
后
の

曰

ノ
（
た
ま
は
）

（
く
）・
呂
王
嘉
（
人
名
）
居
―
處
（
上
）
驕
（
平
輕
）

―
恣
（
去
）［
イ
、
驕オ

コ

リ

恣
ホ
シ
マ
ヽ

ナ
リ
］
廢ス

テ
ヽ
［
之
］
［
イ
、
廢
（
て
）
之て

］
粛
王
台

（
人
名
）
か
弟
呂
―
産
（
人
名
）（
返
）
を
以
て
呂
―
王
（
と
）
爲す

。（
六
年
十
月 

太

后
曰 

呂
王
嘉
居
處
驕
恣 

廢
之 

以
粛
王
台
弟
呂
産
爲
呂
王
・
呂
后
本
紀
九
・
115
）

（「
廢
」
に
は
「
ス
テ
ヽ
」
、
「
之
」
に
は
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
あ
り
。
表
記
上
で
は

「
之
」
を
「
て
」
と
読
む
方
を
異
読
と
し
て
立
て
た
が
、
訓
読
語
で
は
一
つ
の
直
読
例

と
し
て
認
め
ら
れ
る
） 

 

延
久
点
史
記
に
は
文
末
の
「
之
」
字
を
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
例
が
１
例
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
１
例
は
孝
文
本
記
巻
第
十
に
現
わ
れ
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

23
、「
故
に
髙
帝
・
之
（
返
）
を
設
（
け
）
て
以
て
海
内
を
撫ナ

ツ
」（
故
髙
帝
設
之 

以
撫

海
内
・
孝
文
本
紀
十
・
96
） 

 

例
23
の
「
之
」
に
返
り
点
と
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
認
め
ら
れ
、
下
の
「
設
く
」
と
い

う
動
詞
の
動
作
を
う
け
る
目
的
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
例
23
は
文
末
の
「
之
」
を
「
こ
れ
」

と
直
読
す
る
例
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

延
久
点
史
記
三
巻
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
字
の
直
読
例
が
計
８
例
見
ら
れ
、
訓
点
が

確
認
で
き
た
部
分
の
用
例
総
数
93
例
の
8.6
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
直
読
例
の
う
ち
「
こ

れ
」
と
訓
ず
る
用
例
が
１
例
認
め
ら
れ
る
。
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て
、
直
読
ま
た
は
「
こ

れ
」
と
直
読
す
る
こ
と
は
、
平
安
時
代
に
已
に
な
さ
れ
た
確
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る 

 
 

 

（
二
）
神
田
本
白
氏
文
集
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 

文
末
の
「
之
」
字
の
直
読
例
は
平
安
時
代
に
加
点
さ
れ
た
神
田
本
白
氏
文
集
に
も
認
め
ら

れ
る
。
神
田
本
白
氏
文
集
に
は
巻
第
三
と
巻
第
四
が
現
存
し
、
奥
書
か
ら
み
れ
ば
、
文
永
四

年
三
月
に
藤
原
茂
明
に
よ
っ
て
加
点
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
平
安
末
期
に
書
写
、

そ
し
て
校
点
さ
れ
た
漢
籍
古
写
本
と
し
て
高
い
価
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
大
田
次
男
氏

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
15
）

。
平
安
時
代
に
加
点
さ
れ
た
漢
籍
訓
点
資
料
で
あ
る

神
田
本
白
氏
文
集
は
小
林
博
士
の
著
作
『

平

安

鎌

倉   

時
代
に
於
け
る

漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
』（
東
京
大
學

出
版
會
、
一
九
六
七
年
）
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
文
末
の
「
之
」
字
の
直
読
例
は
あ
る

が
、
そ
の
数
は
少
な
い
と
さ
れ
て
い
る

（
16
）

。
そ
の
状
況
を
実
際
に
作
業
し
て
検
討
す
る
と
、

神
田
本
白
氏
文
集
巻
三
に
は
文
末
の
「
之
」
字
の
不
読
例
は
14
例
み
ら
れ
る
。
直
読
例

は
７
例
見
ら
れ
る
。
７
例
と
い
う
数
字
は
大
き
い
数
字
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

割
合
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
７
例
は
総
計
の
21
例
の
33.3
％
を
占
め
て
い
て
、
注
目
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。
７
例
の
直
読
例
に
は
「
て
」
と
読
ま
れ
る
例
が
２
例
認
め
ら
れ
て
、

例
と
し
て
例
24
を
掲
げ
る
。 

24
、
貞
觀
二
年
に
大
に
飢
（
う
）。
人
男
女
を
鬻ウ

ル
者
有
（
り
）。
詔
（
し
）
て
御
府
の
金

帛
（
返
）
を
出
（
し
）
て

盡

コ
ト
（
こ
と
く
）

に

贖
ア
（
か
）

（
ひ
）
之て

其
（
の
）
父
母
に
還
す
［
也
］

（
貞
觀
二
年 

大
飢 

人
有
鬻
男
女
者 

詔
出
御
府
金
帛 

盡
贖
之 

還
其
父
母
也
・
51
・

注
） 

右
の
例
の
訓
読
語
を
み
る
と
、「
之
」
に
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ
り
、
上
の
動
詞
の
連

用
形
に
続
き
、「
之
」
を
接
続
助
詞
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
巻
三
に
お
い
て
、 
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25
、
太
宗
嘗
（
て
）
・
侍
臣
（
返
）
に
謂
（
ひ
）
て
曰
（
く
） 

婦
人
・
深
宮
に
幽
―
閉
た

る
こ
と
・ 

情
に
實
（
に
）
愍
（
む
）
可
（
し
）。
今
・
將
に
之
（
返
）
を
出
（
し
）
て

任
ホ
シ
マ
ヽ

に
・［
於
］
伉
儷
を
求
（
む
）
と
。（
太
宗
嘗
謂
侍
臣
曰 

婦
人 

幽
閉
深
宮 

情
實

可
愍 

今
將
出
之  

任
求
伉
儷
・
55
・
注
） 

26
、
之
（
返
）
を
聽
（
き
）
て
不
―
覚
［
イ
、
覚オ

ホ

エ
不
ル
ニ
］・

心
コ
ヽ
（
ろ
）

・
平
―
和
な
り
。

（
聽
之 

不
覚
心
平
和
・
303
）（「
不
」
と
「
覚
」
の
間
の
傍
線
に
合
点
あ
り
。） 

例
25
と
例
26
の
よ
う
に
、
他
動
詞
の
「
出
す
」
ま
た
は
「
聴
く
」
の
目
的
語
と
捉
え
、

文
末
の
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
例
が
計
５
例
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
巻
三
の
本
文

だ
け
を
み
る
と
、
５
例
の
文
末
の
「
之
」
字
の
う
ち
の
４
例
は
直
読
例
で
、
注
文
だ
け
を
み

れ
ば
、
16
例
の
う
ち
の
３
例
は
直
読
例
で
、
注
文
と
本
文
に
よ
っ
て
訓
読
法
が
異
な
っ
た

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。 

文
末
の
「
之
」
字
の
直
読
率
は
神
田
本
白
氏
文
集
巻
四
に
お
い
て
は
更
に
高
い
。
文
末
の

「
之
」
字
は
計
７
例
が
み
ら
れ
、
す
べ
て
本
文
に
現
れ
、
皆
直
読
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

１
例
は
動
詞
の
訓
「
ゆ
く
」
が
加
え
ら
れ
た
例
で
、
例
27
で
あ
る
。 

27
、
穆
―
王
・
獨
（
り
）・
乘
（
り
）
て

何
（
な
）
ン

の
所
に
か
之ユ

ク
・（
穆
王
獨
乘 

何
所
之
・

巻
四
・
68
） 

 

６
例
は
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
と
思
わ
れ
る
例
で
、
例
29
と
例
30
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

28
、
穆
王
の
八
駿
・
天
馬
の

駒
コ
（
ま
）

。
後
の
＿
人
・
之
（
返
）
を
愛
（
し
）
て
寫
シ
て
圖
と
爲す

。

（
穆
王
八
駿
天
馬
駒 

後
人
愛
之 

寫
爲
圖
・
巻
四
・
66
） 

29
、
龍
・
自
（
ら
）
神
（
音
）
ナ
ラ
不
レ
ト
モ
人
・

之
（
こ
）
レ

を
神
と
す
。（
龍
不
自
神 

人
神

之
・
318
） 

 

例
28
で
は
、「
之
」
に
返
り
点
と
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
認
め
ら
れ
、「
愛
す
」
の
目
的

語
で
、「
こ
れ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
29
で
は
、「
之
」
に
「
レ
」
の
振

り
仮
名
と
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
確
認
で
き
、「
之
」
に
「
こ
れ
」
と
い
う
代
名
詞
の
訓
が

与
え
ら
れ
、「
之
」
が
「
神
と
す
」
の
目
的
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
巻
四
に
お
い
て
、

文
末
の
「
之
」
字
つ
い
て
、
存
す
る
全
７
例
は
す
べ
て
直
読
さ
れ
る
例
で
、
そ
の
う
ち
の
６

例
が
「
こ
れ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。
数
は
す
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
神
田
本
白
氏
文
集

巻
四
で
は
、
文
末
の
「
之
」
字
を
直
読
す
る
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
田

本
白
氏
文
集
と
延
久
点
史
記
の
文
末
の
「
之
」
の
訓
読
事
象
か
ら
、
文
末
の
「
之
」
を
直
読

す
る
訓
読
法
も
ま
た
「
こ
れ
」
と
読
む
訓
読
法
も
平
安
時
代
に
已
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

  
 
 

お
わ
り
に 

 

金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
、
延
久
点
史
記
三
巻
、
神
田
本
白
氏
文
集
二
巻
に
お
け
る
文
末
の

「
之
」
字
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
以
上
の
資
料
か
ら
窺
え
た
平
安
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資

料
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
の
用
法
と
訓
読
事
象
の
状
況
に
よ
り
、
小
林
論
の
「
皆
不
読
」

と
い
う
概
括
的
統
一
論
に
対
し
、「
之
」
を
直
読
す
る
訓
読
語
は
、
平
安
鎌
倉
時
代
に
は
存

在
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
之
」
に
代
名
詞
の
訓
「
こ
れ
」
を
与
え
る
訓

読
法
は
、
鎌
倉
時
代
と
平
安
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
で
は
已
に
な
さ
れ
て
い
て
、
桂
庵
ら
の

提
唱
に
よ
っ
て
室
町
時
代
に
新
し
く
取
り
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
金
沢
文
庫

本
群
書
治
要
の
経
部
、
史
部
、
子
部
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
の
訓
読
語
の
状
況
か
ら
、
訓

読
者
の
属
性
、
本
漢
文
の
性
格
に
よ
っ
た
訓
分
け
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
神
田

本
白
氏
文
集
巻
三
の
本
文
と
注
文
の
訓
読
事
象
の
状
況
か
ら
、
同
じ
資
料
に
お
い
て
も
、
訓

分
け
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
厖
大
な
る
漢
籍
訓
点
資
料
の
一

部
に
お
け
る
事
象
を
も
っ
て
、
漢
籍
訓
点
資
料
の
法
則
な
ど
を
語
る
統
一
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を

も
と
に
作
業
を
す
る
と
、
物
事
の
実
態
を
見
逃
す
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

本
稿
で
は
、
漢
籍
訓
点
資
料
も
数
点
に
し
か
検
討
が
及
ば
ず
、
ほ
か
の
多
く
の
資
料
も
考

察
し
て
、
事
象
を
記
述
分
析
す
る
こ
と
で
、
実
証
的
に
実
態
に
近
づ
く
こ
と
に
勉
め
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

 
 

注 

１
、
王
力
『
漢
語
史
稿
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
第
三
十
六
節
「
指
示
代
詞
、
疑
問
代
詞
等
的
發
展
」

に
、「
殷
虛
卜
辭
中
不
用
〝
其
〟
〝
之
〟
作
人
稱
代
詞
，
可
見
它
們
不
是
和
〝
余
〟
〝
汝
〟
等
人
稱
代
詞

同
時
產
生
的
，
可
能
是
它
們
先
用
作
指
示
代
詞
，
然
後
發
展
爲
人
稱
代
詞
。」（
殷
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ

れ
た
甲
骨
文
に
お
い
て
、『
其
』
と
『
之
』
が
人
称
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、『
其
』

と
『
之
』
は
『
余
』
や
『
汝
』
と
い
う
人
称
代
名
詞
と
同
時
に
人
称
代
名
詞
の
用
法
を
持
っ
た
の
で
は

な
く
、
お
そ
ら
く
、
先
に
指
示
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
、
後
に
人
称
代
名
詞
の
働
き
を
備
え
る
よ
う

に
な
っ
た
）
と
あ
る
。 

２
、
本
論
で
は
『
康
熙
字
典
（
検
索
本
）』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）
を
使
用
し
て
い
る
。 

３
、
原
本
で
は
〓{

夶
＋
一}

と
い
う
字
で
あ
る
。 

４
、
原
本
で
は
〓{

夶
＋
一}

と
い
う
字
で
あ
る
。 

５
、
小
林
芳
規
『

平

安

鎌

倉   

時
代
に
於
け
る

漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
七
年
）
三
四
九
頁 

６
、
楊
樹
達
『
詞
詮
』（
中
華
書
局
、
一
九
五
四
年
）
の
「
之
」
の
項
目
に
「
代
名
詞 
彼
也
」（
三
人
称
代

名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
、「
彼
」
の
意
味
で
あ
る
）
と
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
下
に
『
論
語
・
学
而
』
か

ら
「
學
而
時
習
之
，
不
亦
悦
乎
？
」
の
用
例
を
あ
げ
て
、「
以
上
諸
例
『
之
』
字
用
於
賓
位
」
と
加
え
、

「
学
而
時
習
之
」
の
「
之
」
が
目
的
語
の
働
き
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

７
、
楊
伯
峻
『
古
漢
語
虚
詞
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）。 

８
、
原
文
は
「
〝
习
时
之
〟
前
文
没
有
先
行
名
词
，
但
有
动
词
〝
学
〟
字
，
因
此
足
以
知
道
〝
习
时
〟
的
是

所
学
的
内
容
。
这
是
暗
中
指
出
先
行
词
。」
と
あ
る
。 

9
、
楊
伯
峻
『
古
漢
語
虚
詞
』
三
四
一
頁
（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）。 

10
、
楊
伯
峻
『
古
漢
語
虚
詞
』
三
四
五
頁
（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）。 

11
、
楊
樹
達
『
詞
詮
』
一
八
一
頁
（
中
華
書
局
、
一
九
五
四
年
）。 

12
、
尾
崎
康
「
群
書
治
要
と
そ
の
現
存
本
」（
斯
道
文
庫
論
集
第
二
十
五
巻
、
慶
應
義
塾
大
学
、
一
九
九
一

年
三
月
） 

13
、『
群
書
治
要
』（
七
）（
尾
崎
康 

小
林
芳
規
解
題
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
） 

14
、『
群
書
治
要
』（
七
）（
尾
崎
康 

小
林
芳
規
解
題
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
） 

15
、
大
田
次
男
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』（
勉
誠
社
、
一
九
八
二
年
） 

16
、
小
林
芳
規
『

平

安

鎌

倉   

時
代
に
於
け
る

漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
七
年
）
三
五
二
頁 
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